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防衛省が開発等を行った装備品等の部外転用に係る技術資料等の利

用等に関する手続について（通達）

標記について、下記のとおり定められたので、遺漏のないよう措置されたい。

なお、防衛省が開発した航空機等の民間転用に係る技術資料等の利用に関する

手続について（防経航第４５８４号。２３．４．１３）は廃止する。

記

１ 趣旨

この通達は、防衛省が研究、開発又は請負契約による製造等（以下「開発等

」という。）を行った装備品等の部外転用に係る技術資料等の利用等に関する

手続に関し必要な事項を定めるものとする。

２ 用語の定義

この通達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。

⑴ 装備品等 装備品、船舶、航空機又は需品をいう。

⑵ 技術資料等 研究委託契約並びに研究委託性のある請負契約及び試作契約

に係る特許等を受ける権利等の取扱いに関する訓令（昭和４８年防衛庁訓令

第４９号）第２条第１号に規定する研究委託契約若しくは同条第２号に規定

する研究委託性のある請負契約に基づく研究開発、同条第３号に規定する試

作契約に基づく試作、装備品等の研究開発に関する訓令（平成２７年防衛省

訓令第３７号）第２条第６号に規定する装備品等の研究又は同条第７号に規

定する装備品等の開発から得られた技術上の成果（文書、図面又は図表に表



すことができるものに限り、特許権、実用新案権及び意匠権に係るものを除

く。）のうち、防衛省が保有するものであって、公にしないこととされてい

るものをいう。

⑶ 部外転用 営利を目的とする会社その他の団体（以下「企業」という。）

が技術資料等を利用して防衛省以外の者のために装備品等を開発し、製造し

、又は販売することをいう。

⑷ 部外転用契約 技術資料等の利用に対する対価（以下「利用料」という。

）の支払その他必要な事項に関し、部外転用を行うことについての申請（以

下「部外転用申請」という。）の承認（第６項第１号に規定する防衛大臣の

承認をいう。）を得た企業との間で締結する契約をいう。

⑸ 部外転用装備品等 部外転用を行う装備品等をいう。

⑹ 販売先 企業が部外転用装備品等を販売する相手をいう。

⑺ 外国政府等 外国の政府又は国際機関をいう。

⑻ 利用に関する取決め 部外転用契約を締結するに当たり、部外転用装備品

等及びこれに係る技術資料等の適切な管理を確保するため、販売先との間で

締結する取決めをいう。

⑼ 防衛装備庁長官等 陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長及び防衛装備庁

長官をいう。

⑽ 幕僚長 陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長をいう。

⑾ 特定秘密 特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１０８号）第

３条第１項に規定する特定秘密をいう。

⑿ 秘 秘密保全に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第３６号。以下「省秘

訓令」という。）第１６条第１項及び防衛装備庁における秘密保全に関する

訓令（平成２７年防衛装備庁訓令第２６号。以下「秘庁訓令」という。）第

１６条第１項に規定する秘をいう。

⒀ 部内限り及び注意 取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情

報の取扱いについて（防防調第４６０８号。１９．４．２７。以下「取扱い

注意文書等通達」という。）第２第１項に規定する部内限り及び注意をいう。

３ 企業開示申請に係る手続

防衛装備庁長官は、企業から部外転用のために当該企業に対して技術資料等

を開示することについての申請（以下「企業開示申請」という。）があった場

合は、次に掲げる事項を記載した書面及び技術資料等の利用料を支払うことに

同意する旨の書面の提出を求めるものとする。

⑴ 当該企業の名称並びに代表者の氏名及び住所

⑵ 技術資料等を利用する部外転用装備品等の名称

⑶ 用途及び利用計画

⑷ 技術資料等の開示を求める期間

⑸ 開示を希望する技術資料等の名称

⑹ その他防衛装備庁長官が必要と認める事項



４ 第三者開示申請に係る手続

防衛装備庁長官は、企業から部外転用のために第三者に対して技術資料等を

開示することについての申請（以下「第三者開示申請」という。）があった場

合は、次に掲げる事項を記載した書面及び技術資料等の利用料を支払うことに

同意する旨の書面（前項の企業開示申請が行われなかった場合に限る。）の提

出を求めるものとする。

⑴ 当該企業の名称並びに代表者の氏名及び住所

⑵ 当該第三者の名称並びに代表者の氏名及び住所

⑶ 技術資料等を利用する部外転用装備品等の名称

⑷ 用途及び利用計画

⑸ 技術資料等の開示を求める期間

⑹ 開示を希望する技術資料等の名称又は編集物の写し

⑺ その他防衛装備庁長官が必要と認める事項

５ 部外転用申請に係る手続

防衛装備庁長官は、企業から部外転用申請があった場合は、次に掲げる事項

を記載した書面及び利用に関する取決めを締結することに同意する旨の販売先

からの書面の提出を求めるものとする。ただし、第７項第３号の規定により利

用に関する取決めを締結しない場合は、この限りでない。

⑴ 当該企業の名称並びに代表者の氏名及び住所

⑵ 予定する販売先及び販売数量

⑶ 部外転用を希望する部外転用装備品等の名称

⑷ 用途及び利用計画

⑸ 技術資料等の開示を求める期間

⑹ 部外転用を行わない器材及び部位の名称

⑺ 共同開発を行おうとする企業及び下請企業の名称

⑻ その他防衛装備庁長官が必要と認める事項

６ 企業開示申請等の承認

⑴ 防衛大臣は、部外転用装備品等の名称が既にこの号に規定する防衛大臣の

承認を得た企業開示申請と同一である企業開示申請を除く企業開示申請又は

部外転用申請があった場合は、取扱い注意文書等通達第６に規定する許可を

得たものについて、これを承認するものとする。

⑵ 防衛装備庁長官は、部外転用装備品等の名称が既に前号に規定する防衛大

臣の承認を得た企業開示申請に係るものと同一である企業開示申請又は第三

者開示申請があった場合は、取扱い注意文書等通達第６に規定する許可を得

たものについて、これを承認するものとする。

⑶ 前２号の規定にかかわらず、防衛大臣又は防衛装備庁長官は、第３項から

第５項までの申請に係る技術資料等が次のいずれかに該当するときは当該申



請を承認しないものとする。ただし、当該事項を容易に区分して除くことが

できるときは、当該事項を除いた部分につき承認することができる。

ア 申請に係る部外転用装備品等以外の装備品等に関する事項が含まれてい

るとき（当該事項が申請に係る部外転用装備品等に関する事項と共通する

ものであるときを除く。）。

イ 特定秘密に指定された情報が含まれているとき。

ウ 秘に指定された情報が含まれているとき。

エ その利用が防衛省の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

⑷ 前号の規定にかかわらず、同号イ又はウに該当する場合であっても、次の

表の左欄に掲げる申請の区分に応じ、同表の中欄に掲げる技術資料等につい

て同表の右欄に掲げる場合には、防衛大臣は、当該申請を行う企業がそれぞ

れ当該中欄に掲げる特定秘密又は秘の保護に関する規定を含む契約を防衛装

備庁長官と締結したときは、当該申請を承認することができる。

企業開示申請 第３号 申請を行う企業に当該申請に係る特定秘密の保護に

（当該企業開 イに該 関する訓令（平成２６年防衛省訓令第６４号。以下

示申請におい 当する 「特定秘訓令」という。）第２条第２号に規定する

て部外転用を 特定秘 特定秘密文書等（以下単に「特定秘密文書等」とい

希望する部外 密を含 う。）に当たる技術資料等を交付し、若しくは当該

転用装備品等 む技術 技術資料等に含まれる特定秘密を伝達するための特

の名称が既に 資料等 定秘訓令第３５条第２項に規定する承認を得た場合

承認（第１号 又は申請を行う企業に当該申請に係る防衛装備庁に

に規定する防 おける特定秘密の保護に関する訓令（平成２７年防

衛大臣の承認 衛装備庁訓令第２７号。以下「特定秘庁訓令」とい

をいう。）を う。）第２条第２号に規定する特定秘密文書等に当

得た企業開示 たる技術資料等（以下「庁特定秘密文書等」という

申請に係るも 。）を交付し、若しくは当該技術資料等に含まれる

のと同一であ 特定秘密を伝達するための特定秘庁訓令第３５条第

る企業開示申 ２項に規定する承認を得た場合

請を除く。）

第３号 申請を行う企業に当該申請に係る技術資料等に含ま

ウに該 れる秘密を伝達し、又は送達するための省秘訓令第

当する ３２条第１項又は秘庁訓令第３３条第１項に規定す

秘を含 る許可を受けた場合

む技術

資料等

部外転用申請 第３号 申請に係る販売先たる外国政府等に当該申請に係る

イに該 特定秘密文書等に当たる技術資料等を交付し、若し

当する くは当該技術資料等に含まれる特定秘密を伝達する



特定秘 ための特定秘訓令第３８条第１項に規定する承認を

密を含 得た場合又は申請に係る販売先たる外国政府等に当

む技術 該申請に係る庁特定秘密文書等に当たる技術資料等

資料等 を交付し、若しくは当該技術資料等に含まれる特定

秘密を伝達するための特定秘庁訓令第３８条第１項

に規定する承認を得た場合

第３号 申請に係る販売先たる外国政府等に当該申請に係る

ウに該 技術資料等に含まれる秘密を伝達し、又は送達する

当する ための秘密保全に関する訓令の解釈及び運用につい

秘を含 て（防防調第４６０７号。１９．４．２７）第３６

む技術 第２項又は防衛装備庁における秘密保全に関する訓

資料等 令の解釈及び運用について（装装制第５３号。２７

．１０．１）第３５第２項に規定する承認を得た場

合

⑸ 第３号の規定にかかわらず、第２号に規定する企業開示申請に係る技術資

料等が第３号イ又はウに該当する場合であっても、次に掲げる技術資料等の

区分に応じ、それぞれ次に定める場合には、防衛装備庁長官は、当該申請を

行う企業がそれぞれ特定秘密又は秘の保護に関する規定を含む契約を防衛装

備庁長官と締結したときは、当該申請を承認することができる。

ア 第３号イに該当する特定秘密を含む技術資料等 申請を行う企業に当該

申請に係る特定秘密文書等に当たる技術資料等を交付し、若しくは当該技

術資料等に含まれる特定秘密を伝達するための特定秘訓令第３５条第２項

に規定する承認を得た場合又は申請を行う企業に当該申請に係る庁特定秘

密文書等に当たる技術資料等を交付し、若しくは当該技術資料等に含まれ

る特定秘密を伝達するための特定秘庁訓令第３５条第２項に規定する承認

を得た場合

イ 第３号ウに該当する秘を含む技術資料等 申請を行う企業に当該申請に

係る技術資料等に含まれる秘密を伝達し、又は送達するための省秘訓令第

３２条第１項又は秘庁訓令第３３条第１項に規定する許可を受けた場合

７ 利用に関する取決めの締結等

⑴ 防衛装備庁長官は、部外転用申請の承認後、部外転用を実施するに当たっ

て販売先と次の各号に掲げる事項を含む利用に関する取決めを締結するもの

とする。

ア 販売先は、部外転用装備品等及びこれに係る技術資料等を第５項第４号

の用途以外の用途に使用してはならないこと。

イ 販売先は、部外転用装備品等を第三者に移転してはならないこと。

ウ 販売先は、部外転用装備品等及びこれに係る技術資料等の適切な管理を



確保するために必要な措置をとること。

エ 販売先は、部外転用装備品等又はこれに係る技術資料等を第三者に使用

させようとするときは、あらかじめ防衛装備庁長官の承認を受けること。

オ その他防衛装備庁長官が必要と認める事項

⑵ 防衛装備庁長官は、部外転用契約の締結後、販売先から前号エに規定する

承認の申請があったときは、次に掲げる事項を記載した書面の提出を求める

ものとし、防衛省の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合を除

き、これを承認するものとする。

ア 当該販売先の名称並びに代表者の氏名及び住所

イ 当該第三者の名称並びに代表者の氏名及び住所

ウ 当該第三者に使用させようとする部外転用装備品等の名称又はこれに係

る技術資料等の名称若しくは編集物の写し

エ 用途及び利用計画

オ 当該第三者に部外転用装備品等又はこれに係る技術資料等を使用させよ

うとする期間

カ その他防衛装備庁長官が必要と認める事項

⑶ 前２号の規定は、販売先が外国政府等の場合であって、当該政府等との間

で部外転用装備品等及びこれに係る技術資料等の移転に関する国際約束（当

該部外転用装備品等及び技術資料等が、我が国の同意を得ないで、我が国と

の間で合意をした用途以外の用途に使用され、又は第三者に移転されること

がないようにするための規定を有するものに限る。以下単に「国際約束」と

いう。）が締結されているときには、適用しない。

８ 幕僚長との協議

防衛装備庁長官は、第３項から第５項まで又は前項第２号の書面の提出があ

ったときは、当該書面に係る部外転用装備品等を部隊の使用に供している陸上

自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊務を監督する幕僚長に協議するものと

する。

９ 部外転用契約の締結

⑴ 防衛装備庁長官は、利用に関する取決めの締結後（第７項第３号の規定に

より利用に関する取決めを締結しない場合にあっては、部外転用申請の承認

後であって、国際約束の締結後）、企業と部外転用を実施するに当たって次

の各号に掲げる事項を含む部外転用契約を締結するものとする。

ア 部外転用装備品等及びこれに係る技術資料等の適切な管理を確保するた

めに必要な事項（部外転用装備品等及びこれに係る技術資料等が第６項第

３号イ又はウに該当する場合にあっては、防衛省による特定秘密又は秘の

指定及び政府間の経路による部外転用装備品等の外国政府等への引渡しに

係る措置を含む。）

イ 技術資料等の利用料に関する事項



ウ その他防衛装備庁長官が必要と認める事項

⑵ 部外転用契約の内容に関する基準は、次号に掲げるものを除き、防衛装備

庁長官が定める。

⑶ 部外転用契約を締結した企業から利用料の納付を求める期間は、納付した

利用料の累計額が当該部外転用契約に係る装備品等の開発費用を上回るまで

の期間又は当該部外転用に係る最初の契約締結の日から起算して２０年を経

過するまでの期間のいずれか短い期間とする。

１０ 企業開示申請に係る承認の特例

防衛装備庁長官は、第３項に規定する企業開示申請を行い、第６項に規定す

る承認を得た企業が、当該承認に係る第３項第４号に規定する期間（以下この

項において「企業開示期間」という。）の延長を希望する場合であって、次に

掲げる事項を記載した書面を提出したときは、企業開示期間を延長することが

できる。この場合においては、第６項に規定する承認は要しない。

⑴ 当該企業の名称並びに代表者の氏名及び住所

⑵ 技術資料等を利用する部外転用装備品等の名称

⑶ 用途及び利用計画

⑷ 技術資料等の開示を求める新たな期間

⑸ 開示を希望する技術資料等の名称

⑹ 前回開示申請の承認を得た際に提出した書面及び承認文書

⑺ その他防衛装備庁長官が必要と認める事項

１１ 関係部局間の協力

⑴ 関係部局は、防衛省が開発等を行った装備品等の部外転用に係る技術資料

等の利用等に関する手続の実施に関し、相互に協力するものとする。

⑵ 関係部局は、防衛省が開発等を行った装備品等の部外転用に係る技術資料

等であって、保存期間が満了したものについて、当該技術資料等に係る第６

項の規定により承認された企業開示申請、第三者開示申請若しくは部外転用

申請の技術資料等の開示を求める期間の満了の日又は第７項第１号の規定に

より締結された利用に関する取決め若しくは第９項第１号の規定により締結

された部外転用契約の期間の満了の日のうち最も遅い日までの間は、公文書

等の管理に関する法律施行令（平成２２年政令第２５０号）第９条第２項の

定めるところに従い、保存期間及び保存期間の満了する日を延長することと

する。

１２ 委任規定

本通達に定めるもののほか、防衛省が開発等を行った装備品等の部外転用に

係る技術資料等の利用等に関する手続の実施に関し必要な事項は、防衛装備庁

長官等がそれぞれの所掌事務に属する事務について定める。



附 則

この通達による廃止前の防衛省が開発した航空機等の民間転用に係る技術資料

等の利用に関する手続について（防経航第４５８４号。２３．４．１３。以下「

旧通達」という。）第６項の規定によりされた開示申請、公開申請若しくは民間

転用申請の承認であって旧通達第９項第１号の規定による民間転用契約が締結さ

れた航空機等（以下「民転航空機等」という。）に係るもの、旧通達第７項第１

号の規定により締結された利用に関する取決め又は旧通達第９項第１号の規定に

より締結された民間転用契約については、当該承認、利用に関する取決め又は民

間転用契約の期間が満了するまでの間は、なおその効力を有するものとし、当該

民転航空機等に係る旧通達第６項の規定による申請及び承認、旧通達第７項第３

号の規定による承認、旧通達第８項の規定による協議及び旧通達第１０項の開示

期間の延長については、なお従前の例による。


